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東北大学名誉教授・弁護士（東京弁護士会）

ジェンダー法政策研究所共同代表

元内閣府男女共同参画会議員

辻村みよ子

仙台弁護士会主催講演会 2022年11月26日（土曜日）

変わりゆく家族像
――選択的夫婦別姓と同性婚の実現に向けて
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（２）近代家族：近代国民国家形成時の二つの機能
①国家による国民統合の装置←→②防波堤の機能

「公私二元論」・「外に対する自由・平等と内なる差別」「家父長制と性支
配」・・・ 形式的平等、女性の隷属

（３）現代家族の特徴と変容
男女平等、婚姻の自由の確立（個人主義的家族観）、法律婚による家族
の保護 → 「公序」としての家族から個人の幸福追求の場としての家族

（４）新たな課題：同性婚・代理出産等
→フランスとの比較

Ⅰ 現代家族の変容と多様化 （歴史的視点）



（１）明治憲法下の家族法制

1868 明治維新、1870年代 自由民権運動

1889（明２２） 大日本帝国憲法 家族規定なし

1890（明23）ボアソナード民法←ナポレオン法典の影響

1898（明３１）明治民法「家制度」確立、妻の無能力

（２）1946（昭２１）年11月 日本国憲法制定公布

1947（昭22）年12月 民法親族・相続法改正公布，
家制度廃止，家督相続廃止
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（２）憲法制定過程：
マッカーサー草案23条、ベアテ・シロタ草案
「家族（family) は、人類社会の基礎であり、
その伝統は、よきにつけ悪しきにつけ、
国全体に浸透する。・・・婚姻と家族とは、
両性が法律的にも社会的にも平等で
あることは当然であるとの考えに基礎をおき、
親の強制ではなく相互の合意に基づき、
かつ男性の支配ではなく両性の協力に
基づくべきことを、ここに定める。
・・・配偶者の選択、財産権、相続、本拠の
選択、離婚並びに婚姻および家族に関する
その他の事項を、個人の尊厳と両性の
本質的平等の見地に立って
定める法律が制定されるべきである」

＊2004年3月21日パリ日本文
化会館 「シロタ家の20世紀」
記念講演会

*1993年5月［憲法学者との会合〕
*1995年5月『1945年のクリスマス』
(柏書房)出版～2012年12月30日逝去
2013年『世界』４月号、辻村＝古関対談「ベアテさんを偲んで」
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家族の社会化 家制度の擁護

家族の個人化－
個人尊重主義的家族観

⇒憲法24条 「柔軟性」と「先取り性」

日本国憲法(1946年公布、
1947年施行）

１３条前段 「すべて国民は
個人として尊重される」（個
人の尊重・個人主義原理）
幸福追求の権利
24条２項 「個人の尊厳と
両性の本質的平等」⇒人間

としての個人の尊厳と自己
決定権

民法（親族・相続編）改正
１９４７年７月国会提出、
１２月成立、４８年１月施行

家制度・戸主の廃止、家
督相続の廃止と均分相続
の確立
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１３条前段 幸福追求の権利
「すべて国民は個人として尊重される」

（個人の尊重・個人主義原理）
24条２項
「個人の尊厳と両性の本質的平等」
⇒比較憲法的にも重要（ベアテ・シロタ草案の意義）
⇒人間の尊厳と自己決定権



13条 個人の尊重、
婚姻の自由、幸福
追求権（自己決定
権・家族形成権）

同性婚？

憲法13条・14条・24条の関係

14条
法の下の平等原則
性差別の禁止

24条1項 婚姻の自由、夫婦の同権
2項 個人の尊厳←13条

両性の本質的平等（立法の指針）←14条
法律婚主義＋個人の幸福？
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 「極端な個人主義の立場から、家族という観念の抹殺
を図ったのは行き過ぎである」(1954年）

 「第２４条の規定は、家庭の保護、育成をうたっておら
ず、改正を要すると考える。」 （1982年）

 「婚姻･家族における両性平等の規定（現憲法24条）

は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直し
すべきである」(2004年プロジェクトチーム論点整理）

（２）戦後の改憲論の展開と家族規定

憲法1条（天皇制）・9条・24条（家族）改正案が中心
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13条 すべて国民は、人として尊重される。

24条1 家族は、自然かつ基礎的な単位として、尊重される。
家族は互いに助け合わなければならない。

Q&A

①世界人権宣言16条3項を参考にしたもの

②「訓示規定として定めたものであり、家族の形について国が
介入しようとするものではありません」
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（男女共同参画白書（令和４年版）より、以下１９まで同様）

１３



近年（2015～2019年）は、婚姻件数は約60万件、離婚
件数は、約20万件と、離婚件数は婚姻件数の約３分の１で推移。 ⃝コロナ下の
2020年以降は、婚姻件数は２０２０年52.6万件、2021年51.4万件（速報値）
と、戦後最少。

⃝⃝30歳時点の未婚割合は、2020年時点で、女性は40.5％、男性は50.4％。
⃝50歳時点で配偶者のいない人の割合は、2020）年時点で男性約３割。
⃝

「雇用者の共働き世帯」は増加傾向にある一方、「男性雇用者と無業の妻から
成る世帯」は減少傾向。
⃝1980年から2020年にかけて、20歳以上の女性の単独世帯は3.1、男性の
単独世帯は2.6倍に増加。
⃝就業している単独世帯では、世帯所得300万円未満の世帯は、女性は

53.3％、男性は31.9％。女性の場合は200～299万円に分布が集中。
１４
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①生涯未婚率の推移
計算式 生涯未婚率＝（「45～49歳の未婚者数」÷(「45～49歳総数」
-「45～49歳配偶関係不詳数」）+「50～54歳の未婚者数」

÷(「50～54歳総数」-「50～54歳配偶関係不詳数」））÷2
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②出生数と合計特殊出生率の推移 （少子化社会対策白書令和２年版）
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